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   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
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   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｇ０２Ｆ    1/13     １０１　
   Ｈ０１Ｌ   21/02     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成30年6月8日(2018.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体を繰り出す支持体供給ユニットと、
　前記支持体を巻き取る支持体保持ユニットと、
　凸面を有する第１の構造体と、を有し、
　前記支持体はロールシート状であり、
　前記支持体を前記支持体供給ユニットから前記支持体保持ユニットへ搬送する間におい
て、前記支持体は第１の構造体に沿って搬送され、
　前記支持体供給ユニットと前記支持体保持ユニットとの対は、前記支持体に張力を加え
ることができ、
　前記支持体上の加工部材は、前記第１の構造体の凸面に沿って前記支持体が折り返され
ることで、第１の部材と第２の部材とに分離され、
　前記支持体が、前記第１の構造体の凸面に沿って折り返される角度は鈍角である、剥離
装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記支持体を前記第１の構造体から前記指示保持ユニットへ搬送する間において、前記
支持体は前記第２の構造体に沿って搬送され、
　前記第２の構造体は、凸面を有し、
　前記第２の構造体は、前記支持体に張力を加えることができる、剥離装置。
【請求項３】
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　請求項１において、
　前記支持体を前記第１の構造体から前記指示保持ユニットへ搬送する間において、前記
支持体は前記第２の構造体に沿って搬送され、
　前記第２の構造体は、凸面を有し、
　前記第２の構造体の位置によって、前記第１の構造体の凸面に沿って前記支持体を折り
返す角度を制御する、剥離装置。
【請求項４】
　請求項２又は３において、
　前記第１の構造体の凸面の曲率半径は、前記第２の構造体の凸面の曲率半径に比べて大
きい、剥離装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項において、
　前記第１の部材と分離した前記第２の部材を固定する固定機構を有する、剥離装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項において、
　前記第１の部材と前記第２の部材の分離面に液体を供給する液体供給機構を有する、剥
離装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記第１の構造体の凸面の曲率半径は、０．５ｍｍ以上１０００ｍｍ以下である、剥離
装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項において、
　前記支持体供給ユニットと前記第１の構造体との間において、前記支持体の面に設けら
れたテープを巻き取るリールを有する、剥離装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項において、
　前記支持体供給ユニットと前記第１の構造体の間において、前記支持体及び前記支持体
上の前記加工部材に力を加える加圧機構を有する、剥離装置。
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